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定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書

指摘事項 備考
／３枚目

改善措置状況

課名等　施設管理課（東部，一ノ谷）　
監査実施期日：　
監査結果報告：　

令和４年６月１３日
令和４年７月１３日

１　全体
誤字脱字や記載漏れ，押印・収受印漏れ等のうち，軽微な誤り
についてはふせんを付けたので確認して補完，訂正されたい。

補完，訂正し，職員へ周知しました。

２　物品購入関係
助燃剤受入コンベアチェーン組品の購入において見積徴収結
果報告及び契約伺いの起案が綴られていなかったので，確認
し補完されたい。(R3･東部クリーン)

補完を確認し，今後は速やかに起案を綴るように職員へ周知しました。

物品管理カードに移動年月日の記載をし，今後は適切な管理を行うよう職員へ周
知しました。

※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

３　業務委託契約

４　物品管理カード
物品管理カードにおいて，旧中央クリーンセンターの休止に伴
い，東部クリーンセンターに備品（エアーチッパー，エアーイン
パクトレンチ，加湿器）の保管転換があったが，物品管理カード
に移動年月日の記載がなかった。適切な手続と物品管理を行
うこと。

業者より提出書類をとりよせ補完しました。添付書類の不備がないように職員へ周
知しました。（一ノ谷)

補完，訂正し，委託契約書の約款を遵守し，以後適正な事務処理を行ように職員
へ周知しました。（東部クリーン）

業務委託契約において，着手届及び業務工程表，管理技術者
等通知書の提出期限が遵守されていないものが複数見られ
た。受注者から誤った日付で提出された場合は，再提出の依
頼をし，適正に事務処理されたい。(脱臭用活性炭入替業務
R3･東部クリーン,調整槽Ｂ槽内清掃業務 R3･一ノ谷,沈下量測
定業務 R3･一ノ谷)
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※　改善措置状況は，指摘後早期に改善措置を講じ報告すること。

指摘事項 改善措置状況 備考

着手届及び工事工程表，現場代理人等通知書の提出期限を
遵守していないものが複数見受けられた。事務処理の時系列
を整理すると，着手届及び工事工程表は契約締結後10日以内
に発注者へ提出となるが，現場代理人等通知書は着手日前ま
でに着手届及び工事工程表と併せて提出となる。着手届及び
工事工程表と現場代理人等通知書の提出日はどちらも工期の
始期と同日で，着手日も同日で提出されていた。本件の場合は
契約締結日と同日で提出が必要となるため，受注者から誤っ
た日付で提出された場合は，再提出の依頼をし，適正に事務
処理されたい。(R3･ブロワー点検修繕（一ノ谷），原水導電率計
交換修繕（一ノ谷）ほか)

第１中和槽撹拌機交換修繕（R3・一ノ谷）において，７月21日に
見積決定したが，契約締結日は７月29日であった。工事執行
規則第27条では，競争入札により落札決定したとき又は随意
契約の相手方を決定したときは，決定した日の翌日から起算し
て７日以内に契約を締結しなければならないと規定されてい
る。本件は，決定日の翌日から８日後に契約を締結しているた
め，以後，適正に事務処理されたい。また，工期を10月30日ま
でとしていたが，コロナ禍により部品供給が遅れる見込みであ
ることから，10月18日に工期延期の変更契約を締結していた。
変更契約書には「３図面及び仕様書　別紙のとおり」とあるが，
別紙の添付がなかった。変更契約締結に当たっては，工期を
変更する内容の変更仕様書を作成し，変更契約書と一緒に製
本して作成すべきである。以後，適正に事務処理されたい。

５　修繕・工事関係
適正に事務処理を行ように職員へ周知しました。

契約業者に再提出してもらい補完しました。以後適正な事務処理を行ように職員
へ周知しました。

定期監査等における指摘事項の改善措置状況報告書
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指摘事項 改善措置状況 備考

現金出納簿において，①４月26日及び27日受付のごみ処理手
数料について，入金日欄に記載誤りがあった。受付日と同日の
記載があるが，納入通知書兼領収書の金融機関領収印と照合
すると，実際の入金日は４月30日であるので，適正に事務処理
されたい。(R3･クリーン)②12月27日受付の小動物処理手数料
について，銀行入金納付額に誤りがあったので，適正に事務
処理されたい。(R3･クリーン)

６　現金出納簿
①，②訂正事項を確認し補完しました。以後誤りのないよう職員へ周知しました。

２号乾燥帯ストーカ受梁水冷ロストル外更新工事の完成検査
復命書において，検査の内容欄の記載が不明瞭であった。工
事等検査執行要領第３条の規定に基づき，具体的な検査内容
を記載すること。「提出書類の確認」は，「使用部材の品質保証
書及び性能試験結果については，書類検査を行った。」など具
体的に記載するものとし，出来形検査については，実地で何を
検査したかを具体的に報告すること。また，業者から提出され
た各種報告書の工事名称が報告書や写真中で誤っていたの
で，監督員も含めて提出書類の確認を行うこと。（R3･東部ク
リーン）

誤った書類は補完，訂正いたしました。以後適正な事務処理を行うよう職員へ周
知しました。
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